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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
入
院
時
食
事
療
養
費

の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い

て
、
入
院
と
在
宅
医
療
の
負
担
の

入院時の
食事療養 
標準負担額が 
変わります

公
平
を
図
る
観
点
か
ら
、
平
成
30

年
４
月
１
日
か
ら
上
記
の
表
の
と

お
り
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
指

定
難
病
ま
た
は
小
児
慢
性
特
定
疾

病
患
者
で
あ
っ
て
、
一
般
所
得
区

分
に
該
当
す
る
方
に
つ
い
て
は
、

１
食
に
つ
き
２
６
０
円
の
据
え
置

き
と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険 

 
広
域
化
に
伴
う

   

取
り
扱
い
の

変
更
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
は
、
平
成
30
年

４
月
か
ら
市
町
村
に
加
え
、
都
道

府
県
も
運
営
を
担
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
一
部
取
り

扱
い
が
変
わ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
の
様
式
が
、
平
成
30

年
８
月
１
日
の
年
度
更
新
に
併
せ

て
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
７
月
31
日
ま
で
は
、
現
在
お
持

ち
の
保
険
証
の
様
式
で
使
用
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

保
険
証
の
様
式

高
額
療
養
費
制
度
は
、
医
療
費

の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た

と
き
、
年
齢
や
所
得
に
応
じ
て
定

め
ら
れ
た
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
た
分
が
支
給
さ
れ
る
制
度
で

す
。 高

額
療
養
費
の
通
算
方
法

こ
の
制
度
で
は
、
１
年
間
の
う

ち
に
高
額
療
養
費
の
支
給
が
４
回

以
上
あ
っ
た
場
合
（
多
数
回
該

当
）、
自
己
負
担
限
度
額
が
低
く

な
り
ま
す
が
、
平
成
30
年
４
月
か

ら
は
、
県
内
の
異
動
で
世
帯
の
継

続
性
が
保
た
れ
て
い
れ
ば
、
該
当

回
数
を
通
算
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

茂原市ハートフルフェスタ（内田智代さん講演会）
信頼関係を築くコミュニケーションのコツ
～楽しい人生を送るために、使っちゃいけない？12の言葉～

　スクールアドバイザー・カウンセラーとして実績のある内田氏に、親
子・夫婦関係や職場・地域における暖かい人間関係づくりのコツを教えて
いただきます。

◆日時　		３月24日㊏　13時30分～15時30分	
（受付開始13時）

◆会場　		市役所市民室
◆定員　100人（申込順）※入場料無料
◆託児　		無料（２歳以上未就学、電話にて要予約、	

３月16日㊎締切）

お申し込み・お問い合わせは、企画政策課（４階）　
Ｍkikaku2@city.mobara.chiba.jp、☎（20）1651、Ｆ（20）1603へ。

入院時の食事療養標準負担額
区　分 現　行 平成30年度～

一般（下記以外） 360円⇒ 460円

70歳未満 70歳以上
210円

据え置き住民税非課税世帯 低所得Ⅱ

――― 低所得Ⅰ 100円

※	低所得Ⅰは、住民税非課税世帯であり、かつ一定所得以下の70歳以上の方
　		低所得Ⅱは、住民税非課税世帯であり、低所得Ⅰ以外の70歳以上の方

多数回該当の例

６月 ７月 ８月

県
内
の
ほ
か
の

市
町
村
へ
転
出

９月 10月 11月 12月

これまで １回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目 ４回目

↑ここから
　該当

平成30年
４月以降 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 ７回目

↑ここから
　該当


